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公募型プロポーザルに係る手続き開始のお知らせ 

 

 次のとおり提案書の提出を求めます。 

 

令和６年５月１３日 

世田谷区 

 

１ 業務概要 

（１）件名 

   令和６年度 世田谷区ＤＸ人材育成研修実施委託 

（２）目的 

全庁を挙げた区のＤＸ推進を支える人材を育成するため、職員のデジタルスキル及び

業務改革に資するマインドセットの獲得をめざし、効果的な研修を実施する。 

（３）履行内容 

①業務内容 

ア 研修内容の企画 

イ 研修テキスト等配布資料の原稿作成 

ウ 講師による指導及び講義  

②DX人材育成研修実施委託の仕様 

「DX人材育成研修実施委託 仕様書」のとおり ※両方の研修を実施できること 

なお、令和７年度以降において研修の対象となるローコード・ノーコード開発ツールを  

協議のうえで変更する可能性がある。 

（４）履行期間（予定） 

    令和６年１０月から令和６年１２月（予定） 

※履行期間は、各科目とも研修実施最終日までとする。 

※令和７年度及び令和８年度についても、引き続き同じ受託事業者と委託契約 

を締結する予定である。その場合、契約は単年度ごととし、各年度において 

予算配当があること及び業務の履行が良好であることを条件とする。  

 

２ 選定スケジュール 

令和６年 ５月１３日（月） 募集要領の公示 

令和６年 ５月１３日（月）から 

令和６年 ５月２７日（月）正午まで 

説明書交付期間 

令和６年 ５月２7日（月）正午まで 参加表明書、質問受付期限 

令和６年 ６月３日（月）まで 質問に対する回答 

令和６年 ６月３日（月）まで 招請通知送付 

令和６年 ７月５日（金）午後５時まで 提案書等受付期間 

令和６年 ７月８日（月）から 一次審査 
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令和６年 ７月１５日（月）まで 

令和６年 ７月１９日（金）まで 評価結果通知（一次審査）発送 

令和６年 ７月下旬～８月上旬 二次審査 

令和６年 ８月中旬 評価結果通知（二次審査）発送 

 

３ 説明書の交付期間、場所及び方法 

（１）交付期間 令和６年５月１３日（月）午前９時から 

令和６年５月２７日（月）正午まで 

（２）交付場所 区ホームページで公開 

          区ホームページＴＯＰ画面≫事業者の方へ≫各種申請・契約・入札 

          または区ホームページＴＯＰ画面≫ページ番号「209734」で検索 

 

４ 参加資格要件 

提案書提出時において、次に掲げる条件を全て満たす法人であること 

（１）世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令第１６７条の１１第１

項において準用する場合も含む。）の規定に該当しないこと。また、同条第２項による措置を

現に受けていないこと 

（３）公告日から「評価結果」の通知日までの期間において、区から指名停止又は入札参加禁

止の措置を受けていないこと 

（４）公告日から「評価結果」の通知日までの期間において、世田谷区契約における暴力団等

排除措置要綱に基づく入札参加排除措置を受けていないこと 

（５）都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと 

（６）経営不振の状態（民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされたとき、会社更生

法に基づき更生手続きを行ったとき）にないこと 

（７）過去３年間に官公庁、地方自治体において、本業務と同等又は類似する研修実施の実績

があること 

 

５ 参加表明書の提出期限、場所及び方法 

 参加を希望する場合は、以下の必要書類等を提出すること 

（１）提出書類等 

①参加表明書（様式第１号） 

②会社概要（様式第２号） 

③業務実績書（様式第３号） 

④東京都電子自治体競争入札の審査受付票（写）  

（２）提出形式 

① 上記（１）②と③について、下記のとおり提出すること 

ア 正本 １部 

Ａ４判、両面刷りとし、様式に従い、提案者の所在地、事業者名、代表者職 
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氏名、担当者に係る情報等を明記すること 

イ 副本 １部 

上記正本と同じだが、表紙、本文等に提案者を判別できるような所在地、 

事業者名、代表者職氏名、担当者に係る情報、印、会社ロゴ、文言等を記載しない 

こと。事業者名等の欄は空欄とすること 

② 上記（１）①～④を全て１部ずつ提出すること 

（３）提出期限 令和６年５月２７日（月）正午まで（時間厳守） 

（４）提出方法 「１3 担当所管課」の窓口まで持参または郵送（必着）のいずれかで提出する 

こと ※受付時間は午前９時～午後５時とする（土・日曜日、休日及び祝日を 

除く。） 

（５）参加辞退 参加申込をしたにもかかわらず選定を辞退する場合は、「１3 担当所管課」宛、 

辞退届（様式第４号）を持参又は郵送にて提出すること 

 

６ 提案書の提出者を選定するための基準 

本件では提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみを行う。ただし、業務実績に 

ついては、審査の評価要件とする。 

 

７ 提案書提出に当たっての事前質問について 

   提案書の作成、提出に当たり事前に質問がある場合は、次のとおり提出すること。 

（１）提出方法 

  電子申請フォーム（****************************************************リンク） 

で下記「１3 担当所管課」へ提出すること（電話による受付は行わない）。 

（２）受付期間 

令和６年５月１３日（月）～令和６年５月２７日（月）正午まで 

（３）回答方法 

電子申請フォームでの質問に対する回答は、審査の公平性を期するため、参加表明書を

提出したすべての事業者に対して、令和６年６月３日（月）までに電子メールにて一覧形式

で送信する。なお、質問者名は非公開とする。 

 

８ 提案書及び見積書の部数、提出期限、提出方法 

提案書を提出する場合は、以下の参照資料の内容を踏まえて、提案書等の必要書類等を  

提出すること ※公平を期するために、下記（２）以外の資料提出は認めない。 

（１）参照資料 

   「DX人材育成研修実施委託 仕様書」 

（２）提出書類 

①企画提案書 

②見積書  

③プレゼンテーション日程調整表（様式第５号） 

（３）企画提案書作成要領 
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 ①実施体制に関する事項（２ページ程度） 

様式は自由とし、以下の内容を記載する。 

ア. 地方公共団体職員に対する研修の考え方、要点等 

イ. 予定講師（役職、氏名、同様研修の実績、経歴、資格等） 

ウ. 対応力（区からの要望に対する貴社や講師の対応方針や体制） 

エ. 提案事項等について、アピールしたい点、代替提案、追加提案等があれば記載する

こと 

オ. 成果品における著作権の帰属先（世田谷区での利活用等）について、提案書に明示

すること 

カ．緊急時の対応 

②業務内容に関する企画提案（６ページ程度） 

様式は自由とする。 

ア. 研修概要 

研修の概要や要点等 

イ. 研修カリキュラム案 

・研修終了後の成果イメージ、研修方針、考え方、手法、当日の項目ごとのねらいと

タイムスケジュール等。なお、研修の実施時間は、仕様書に記載の時間数から選択

すること 

・研修で使用する資料、必要物品《いつ、どのように使用するかも記載》等 

（４）見積書 

様式は自由とするが、内容、工程ごとの内訳金額、税額、合計金額等がわかるように、詳

細に作成すること 

（５）プレゼンテーション日程調整表（様式第５号）  

プレゼンテーション（デモ講義）が可能な候補日について、対応の可否を記入し、提出する

こと 

（６）企画提案書、見積書の提出形式 

①正本 １部（紙） 「見積書」については、代表者印を押印すること 

②副本 １部 （データ） 

表紙、本文等から提出者名（社名）が判断できるような記載を全て除いたもの。 

（７）提出期限 令和６年７月５日（金）午後５時まで（時間厳守） 

（８）提出方法 「１3 担当所管課」の窓口まで持参または郵送（必着）のいずれかで提出する 

こと。データ提出するものは、電子メールアドレス宛に送付すること 

※受付時間は午前９時～午後５時とする（土・日曜日、祝日を除く）。 

 

９ 提案書を特定するための審査 

(１)審査方法 

「世田谷区ＤＸ人材育成研修実施委託審査委員会」（以下「委員会」という。）において、

実施体制、実績、企画内容、講義内容など、別に定める審査要領に基づき、本業務に最も

適していると認められる事業者を、優先的に随意契約を締結する権利を有する者として１
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者選定する。なお、一次審査及び二次審査（プレゼンテーション含む。）において、事業者

名は伏せて審査を行う。 

(２)一次審査 

委員会において、企画提案書を書類審査し、二次審査要請者として３者程度を選定し、

結果を各担当者に７月１９日（金）までに電子メールで通知する。 

（３）二次審査 

二次審査要請者は、以下によりプレゼンテーションを実施し、委員会が審査する。 

①時間は４０分以内とする。その時間内に企画提案書の説明（１０分）、講義実演（１５分

程度）、提案内容等の質疑応答（１５分程度）を行う。 

②会場には登壇予定講師のほか１名まで入場できるものとする。 

③プレゼンテーションは、既提出の企画提案書の他、研修資料サンプルの使用を認める。

ただし、研修に使用しない追加資料の提出及び使用は認めない。 

④講義実演は、登壇予定講師が行い、その他の説明は講師以外の者でも可とする。 

⑤二次審査の実施時期は、「プレゼンテーション日程調整表」（様式第５号）のとおりとす

る。 

⑥二次審査の実施日時は、一次審査結果とともに通知する。 

⑦二次審査の資料、機材等については、別途、調整する。 

 （４）評価基準 

 評価基準は下記の通りとする。 

①実施体制（確実な実施に向けた実施体制） 

②対応力（区の要望に対する対応） 

③実績 

④業務理解度（自治体の業務や区の方針に対する理解） 

⑤企画内容（カリキュラム内容） 

⑥費用対効果 

⑦講師の力量（話し方、進め方、実績） 

 

１０ 評価結果の通知 

評価結果は辞退又は失格した事業者を除くすべての参加事業者に対し、令和６年８月中

旬までに書面をメールにて通知する。また、区ホームページで選定結果を公表する。 

評価の結果、いずれの事業者も一定の点数を満たさない場合は、再度公募型プロポーザ

ルを実施する。 

なお、再度の公募型プロポーザルの実施にあたっては、書類審査による評価のみとし、プ

レゼンテーション等は実施しない。 

 

１１ 評価結果に関する事項 

（１）本審査において、選定されなかった者は、非選定理由について説明を求めることができる。 

（２）非選定の説明を請求する場合は、書面（書式自由。ただし、Ａ４判とする。）を作成し持参

すること。なお、電話または口頭によるものは受け付けない。 
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（３）提出期間については、選定結果通知書の送付時に別途通知する。 

 

１２ その他 

（１）本プロポーザルに係る一切の経費は、参加事業者の負担とする。 

（２）本選定の過程において事業者から提出された資料等については返却しない。 

なお、提出された書類の記載事項に虚偽があることが判明した場合、その提出者は失格と

する。 

（３）提案書作成のために区から受領した資料は、区の許可なく公表、使用してはならない。 

（４）手続きにおいて使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨に限る。 

（５）契約保証金  免除 

（６）契約書作成の要否  要 

（７）当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を、区が当該業務の委託契約の相手方と

の随意契約により締結する予定の有無  無 

（８）関連情報を入手するための照会窓口  「１3 担当所管課」に同じ 

（９）透明性、公平性を確保する観点から、本案件に参加を表明した者及び提案書を提出した

者の称号・名称、並びに提案書を特定した理由（審査経過等）については、世田谷区情報公

開条例（平成１３年３月１３日、世田谷区条例第６号）の規定に基づき第三者に開示する場合

がある。 

 

１３ 担当所管課 

〒１５４－００１６ 

世田谷区弦巻２－２３－１ 世田谷区事務センター 

世田谷区ＤＸ推進担当部ＤＸ推進担当課 金澤、井上 

電話：０３－３４３９－１５１１  ＦＡＸ：０３－６４５３－１５３４ 

電子メール SEA01000@mb.city.setagaya.tokyo.jp 
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